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平成20年10月23日 

各 位                     

 

 会 社 名 いちよし証券株式会社 

 代表者名 執行役社長 武 樋 政 司  

 (コード8624 東証１部・大証１部) 

 問合せ先 広 報 室 長 山 川 雅 之 

 ＴＥＬ． ０３（３５５５）６３４３ 

 

(訂正) 過年度決算短信等の一部訂正について 

 

  

本日、有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書を関東財務局へ提出いたしました。 

 これに関連して、過年度決算短信等の一部を以下のとおり訂正いたします。 

  訂正内容：〔貸借対照表の注記〕 

       「土地再評価後の帳簿価額と時価との差額」の金額訂正 

なお、今回の訂正による営業収益及び損益への影響はございません。 

 

記 

 

①「平成18年３月期 決算短信(連結)」等 （平成18年４月28日に発表） 

②「平成19年３月期 決算短信」 （平成19年４月27日に発表） 

③「平成20年３月期 決算短信」 （平成20年４月25日に発表） 

 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

 

以 上 



平成18年３月期　決算短信(連結)

〔連結貸借対照表の注記〕

P.15（訂正前）
３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再
　評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。
 　 「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第
　３項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政
　令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税
　価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出し
　た価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
 　　再評価を行った年月日　平成12年３月31日
 　　再評価を行った土地の連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 △ 363百万円

P.15（訂正後）
３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再
　評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。
 　 「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第
　３項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政
　令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税
　価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出し
　た価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
 　　再評価を行った年月日　平成12年３月31日
 　　再評価を行った土地の連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 △ 346百万円

平成18年３月期　個別財務諸表の概要

〔貸借対照表の注記〕

P.28（訂正前）
２．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の
　再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。
  「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第
　３項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布
　政令第119号）第２条第４号に定める地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課
　税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算
　出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
　　　再評価を行った年月日　平成12年３月31日
　　　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 363百万円

P.28（訂正後）
２．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の
　再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。
  「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第
　３項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布
　政令第119号）第２条第４号に定める地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課
　税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算
　出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
　　　再評価を行った年月日　平成12年３月31日
　　　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 346百万円

－２－



平成19年３月期　決算短信

〔連結貸借対照表の注記〕

P.16（訂正前）
３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を
　行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
 　 「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第３項に
　定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）
　第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と
　なる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行
　価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
　　　再評価を行った年月日　平成12年３月31日
　　　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 360百万円

P.16（訂正後）
３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を
　行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
 　 「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第３項に
　定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）
　第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と
　なる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行
　価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
　　　再評価を行った年月日　平成12年３月31日
　　　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 343百万円

〔貸借対照表の注記〕

P.29（訂正前）
３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の
　再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
 　 「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条
　第３項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公
　布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の
　課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により
　算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
　　　再評価を行った年月日　平成12年３月31日
　　　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 360百万円

P.29（訂正後）
３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の
　再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
 　 「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条
　第３項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公
　布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の
　課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により
　算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
　　　再評価を行った年月日　平成12年３月31日
　　　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 343百万円
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平成20年３月期　決算短信

〔連結貸借対照表の注記〕

P.17（訂正前）
３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を
　行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
 　 「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第３項に
　定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）
　第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と
　なる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行
　価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
　　　再評価を行った年月日　平成12年３月31日
　　　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 277百万円

P.17（訂正後）
３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を
　行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
 　 「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第３項に
　定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）
　第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と
　なる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行
　価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
　　　再評価を行った年月日　平成12年３月31日
　　　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 260百万円

〔貸借対照表の注記〕

P.33（訂正前）
３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の
　再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
  「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第
　３項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布
　政令第119号）第２条第４号に定める地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課
　税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算
　出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
　　　再評価を行った年月日　平成12年3月31日
　　　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 277百万円

P.33（訂正後）
３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の
　再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
  「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第
　３項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布
　政令第119号）第２条第４号に定める地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課
　税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算
　出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
　　　再評価を行った年月日　平成12年3月31日
　　　再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△ 260百万円

－４－


